
（
税
理
士
政
治
連

盟
の
存
在
意
義
）

　
税
理
士
会
は
、

税
理
士
法
第
�
条

の
�
の
規
定
に
よ

る
行
政
府
へ
の
建

議
権
を
有
す
る

が
、
政
治
活
動
に

関
し
て
は
一
定
の
制
約
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
税
理
士
政

治
連
盟
は
、
税
理
士
会
に
代

わ
っ
て
政
治
活
動
を
行
い
、

法
制
化
実
現
を
企
図
す
る
。

是
即
ち
『
税
理
士
会
と
税
政

連
は
、
車
の
両
輪
・
表
裏
一

体
』
と
い
わ
れ
て
い
る
所
以

で
あ
り
、ま
た
そ
の
果
実
は
、

遍
く
全
国
の
税
理
士
が
享
受

し
て
い
る
。

（
本
連
盟
の
現
状
）

　
と
こ
ろ
が
、
東
京
税
理
士

政
治
連
盟
（
以
下
「本
連
盟
」

と
い
う
）
に
お
い
て
は
、
特

に
こ
こ
数
年
、
会
員
数
が
漸

減
し
、
現
在
で
は
東
京
税
理

士
会
（
以
下
「
東
京
会
」
と

い
う
）
会
員
の
４
割
程
度
と

な
っ
て
い
る
。
日
本
税
理
士

政
治
連
盟
へ
は
東
京
会
全
会

員
数
分
の
会
費
を
納
入
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

本
連
盟
の
財
政
状
態
は
、
増

収
策
を
講
じ
な
い
限
り
、
今

後
数
年
で
資
金
が
枯
渇
す
る

と
見
込
ま
れ
、
先
般
の
参
議

院
選
挙
に
お
い
て
も
陣
中
見

舞
い
を
半
減
さ
せ
る
な
ど
、

支
出
削
減
に
努
め
て
い
る
。

　（会
員
の
減
少
要
因
と
対
応
）

　
会
員
数
の
減
少
要
因
の
一

つ
に
は
、
税
理
士
法
人
の
所

属
税
理
士
未
加
入
問
題
が
あ

る
。
政
治
資
金
規
正
法
上
、

本
連
盟
の
会
員
は
個
人
に
限

ら
れ
、
税
理
士
法
人
は
、
単

位
税
理
士
政
治
連
盟
（
以
下

「
税
政
連
」
と
い
う
）
に
入

会
で
き
な
い
。
法
人
に
所
属

す
る
税
理
士
が
個
人
で
加
入

す
る
こ
と
と
な
る
が
、
所
属

税
理
士
が
加
入
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
代
表
社
員
の
承
諾

が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

税
理
士
法
人
の
代
表
社
員
と

所
属
税
理
士
に
は
前
述
し
た

税
政
連
の
存
在
意
義
に
つ
い

て
、
改
め
て
認
識
を
持
っ
て

戴
い
た
上
、
全
員
が
税
政
連

に
入
会
さ
れ
る
こ
と
を
強
く

望
み
た
い
。

　
も
う
一
つ
の
減
少
要
因
は

支
部
間
移
動
で
あ
る
。
前
支

部
で
税
政
連
の
会
員
で
あ
っ

た
者
が
転
入
し
た
支
部
で
は

そ
の
情
報
提
供
が
な
い
た

め
、
入
会
勧
奨
が
で
き
な
い

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ

を
解
決
す
る
に
は
、
支
部
長

か
ら
税
政
連
会
長
へ
直
接
連

絡
で
き
る
規
程
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。

（
後
援
会
活
動
に
つ
い
て
）

　
本
連
盟
は
、現
在
�
の
「税

理
士
に
よ
る
国
会
議
員
等
後

援
会
」
（
以
下
「
後
援
会
」

と
い
う
）
と
連
携
し
て
活
動

を
行
っ
て
い
る
。後
援
会
は
、

当
該
国
会
議
員
等
を
招
い
て

税
制
に
関
す
る
研
修
会
や
国

政
報
告
会
、
年
に
一
度
の
総

会
等
を
開
催
し
て
活
発
に
活

動
し
、
議
員
等
と
の
関
係
を

深
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
活

動
で
後
援
会
が
培
っ
た
議
員

等
と
の
信
頼
関
係
を
テ
コ
に

本
連
盟
は
、
納
税
者
・
国
民

の
た
め
の
税
理
士
制
度
や
税

制
に
つ
い
て
の
政
策
を
議
員

等
に
提
言
し
て
い
る
。

（
直
近
の
政
策
提
言
に
つ
い

て
）

　
直
近
の
政
策
提
言
と
し

て
、
軽
減
税
率
制
度
と
イ
ン

ボ
イ
ス
方
式
に
よ
る
税
額
控

除
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

話
し
た
い
。

　
公
平
・
公
正
・
簡
素
と
い

う
税
制
の
原
則
に
鑑
み
、
延

期
し
た
期
間
中
に
複
雑
怪
奇

で
業
界
の
利
害
が
絡
み
不
公

平
税
制
と
な
り
得
る
軽
減
税

率
に
つ
い
て
は
見
直
し
、
単

一
税
率
を
維
持
し
て
逆
進
性

の
緩
和
は
給
付
付
き
税
額
控

除
制
度
で
対
応
す
る
こ
と
、

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

つ
い
て
も
、
慎
重
に
検
討
す

る
よ
う
立
法
府
に
対
し
粘
り

強
く
働
き
か
け
て
い
く
。

（
数
は
力
）

　
税
政
連
の
会
員
数
が
増
え

れ
ば
、
数
々
の
政
策
提
言
に

対
す
る
法
制
化
実
現
の
確
率

も
上
が
る
で
あ
ろ
う
。
「
数

は
力
」
で
あ
る
。
組
織
強
化

の
た
め
「東
京
会
の
会
員
は
、

全
員
税
政
連
の
会
員
で
あ

る
」
と
す
る
『
当
然
入
会
制

度
』
等
の
会
員
増
強
施
策
に

つ
い
て
、
今
こ
そ
税
理
士
会

員
全
員
で
真
剣
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

　
本
連
盟
は
、
間
も
な
く
第

�
回
定
期
大
会
を
迎
え
る
。

繰
り
返
す
が
喫
緊
の
課
題

は
、
会
員
増
強
に
よ
る
組
織

の
強
化
と
財
政
基
盤
の
確
立

で
あ
る
。
会
員
諸
兄
に
は
、

こ
の
問
題
解
決
の
た
め
の
建

設
的
な
意
見
や
提
言
を
是
非

と
も
お
願
い
し
た
い
。

　
９
月
の
定
期
大
会
で
、
東
京

税
理
士
政
治
連
盟
（
以
下
、
本

連
盟
と
い
う
。
）
は
第
�
回
大

会
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
東
京

税
理
士
会
の
定
期
総
会
は
、
今

年
で
�
回
目
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
本
連
盟
は
�
年
遅
れ
で
設

立
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
ぜ
税
理
士
政
治
連
盟
が
設

立
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
税

理
士
会
は
法
律
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
強
制
加
入
の
団
体
と
な

っ
て
お
り
、
事
業
、
政
治
活
動

に
は
一
定
の
制
約
が
あ
り
ま

す
。
税
理
士
会
が
目
指
す
税
理

士
制
度
並
び
に
納
税
者
の
た
め

の
租
税
制
度
等
の
確
立
の
た
め

に
は
、
よ
り
強
力
な
政
治
活
動

組
織
が
必
要
で
し
た
。
そ
の
目

的
に
向
か
っ
て
強
力
な
政
治
活

動
を
す
る
政
治
団
体
と
し
て
、

税
理
士
政
治
連
盟
が
設
立
さ
れ

た
の
で
す
。

　
本
連
盟
は
、
税
理
士
法
改
正

の
際
に
は
必
ず
、
東
京
税
理
士

会
と
一
致
協
力
し
て
国
会
に
働

き
か
け
、
よ
り
良
い
税
理
士
制

度
の
構
築
を
目
指
し
て
、
政
治

活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　
ま
た
、
国
民
・
納
税
者
の
た

め
の
租
税
制
度
の
確
立
を
す
る

た
め
に
強
力
な
政
治
活
動
を
行

っ
て
い
ま
す
。
特
に
中
小
企
業

税
制
に
つ
い
て
は
毎
年
、
税
制

改
正
に
関
す
る
要
望
の
重
要
項

目
に
揚
げ
、
積
極
的
に
運
動
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
活
動
の
結

果
と
し
て
、
現
在
の
税
理
士
制

度
が
あ
り
、
中
小
企
業
税
制
に

与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
ま
せ

ん
。

　
東
京
税
理
士
会
会
員
の
方
に

は
、
「
税
理
士
会
の
社
会
的
使

命
に
鑑
み
、
国
民
の
た
め
の
税

理
士
制
度
及
び
租
税
制
度
を
確

立
す
る
た
め
に
必
要
な
政
治
活

動
を
行
う
」
こ
と
が
本
連
盟
の

目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
是

非
ご
理
解
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
本
連
盟
の
活
動
は
、
関
係
政

党
と
の
懇
談
会
お
よ
び
関
係
国

会
議
員
等
へ
の
陳
情
を
中
心
と

し
た
政
治
活
動
以
外
に
も
、
関

係
官
公
庁
へ
の
働
き
か
け
や
中

小
企
業
団
体
、
報
道
関
係
者
と

の
交
流
・連
携
を
通
し
て
、着
実

に
成
果
を
挙
げ
て
き
ま
し
た
。

　
本
連
盟
が
設
立
さ
れ
て
半
世

紀
が
過
ぎ
、
そ
の
よ
う
な
政
治

活
動
が
益
々
必
要
と
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
必
要
性
が
増
す
中
、
本
質

が
見
失
わ
れ
、
単
に
会
費
を
納

め
る
か
納
め
な
い
か
と
い
う
矮

小
な
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。

　
本
連
盟
は
東
京
税
理
士
会
会

員
の
方
の
た
め
に
必
要
な
政
治

活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
是

非
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
切

に
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
第
�
回
の
定
期
大
会
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
７
月
�
日
に
開

催
し
た
幹
事
会
に
お
い
て
、
新

た
な
運
動
方
針
と
し
て
、
「
消

費
税
の
複
数
税
率
制
度
の
見
直

し
」
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入

に
よ
る
影
響
の
懸
念
」
等
を
盛

り
込
ん
だ
定
期
大
会
議
案
を
決

定
し
た
。

　
ま
た
、
８
月
�
日
に
総
務
会

及
び
単
位
税
政
連
会
長
・
幹
事

長
合
同
会
議
を
開
催
し
、
定
期

大
会
ま
で
の
重
要
事
項
に
関
す

る
審
議
及
び
報
告
が
終
了
し

た
。連

盟
規
約
Ｐ
Ｔ

設
置
を
決
め
る

　
本
連
盟
は
、
７
月
�
日
に
開

催
し
た
幹
事
会
で
、
「
連
盟
規

約
Ｐ
Ｔ
」の
設
置
を
決
定
し
た
。

　
「
連
盟
規
約
Ｐ
Ｔ
」
を
設
置

し
た
趣
旨
は
、
本
連
盟
規
約
及

び
単
位
税
政
連
規
約
ひ
な
形
を

見
直
し
、
会
費
収
納
率
の
向
上

等
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
特
に
会
員
の
定
義
付
け
を
し

て
い
る
本
連
盟
規
約
の
第
４
条

「
構
成
及
び
会
員
」
を
始
め
、

規
約
の
全
体
的
な
見
直
し
を
検

討
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
本
連
盟
は
、
�
の
単
位
税
政

連
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

単
位
税
政
連
か
ら
の
会
費
収
入

に
よ
っ
て
、
活
動
は
支
え
ら
れ

て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
�
年

度
以
降
、
単
位
税
政
連
の
会
員

数
と
本
連
盟
の
会
費
収
納
額
は

減
少
し
続
け
て
い
る
。

　
本
連
盟
の
活
動
を
支
え
て
い

る
単
位
税
政
連
の
中
か
ら
も
参

加
し
て
い
た
だ
き
、
次
の
と
お

り
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

の
メ
ン
バ
ー
を
決
定
し
た
。

　
▽
鳩
岡
副
会
長
（
チ
ー
フ
）、

吉
川
幹
事
長
、
鈴
木
財
務
委
員

長
、
柴
崎
組
織
委
員
長
、
単
位

税
政
連
会
長
（
麹
町
、
上
野
、

板
橋
、
足
立
）

　
▽
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
：
渡
邉
会

長
、
高
橋
副
会
長
、
一
之
瀬
副

会
長
、
坂
田
政
策
委
員
長
、
遠

藤
国
対
委
員
長

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

先
送
り
を
決
定

自
民
税
調

　
政
府
は
、
８
月
�
日
の
閣
議

で
、
平
成
�
年
４
月
か
ら
の
消

費
税
率
�
％
へ
の
引
き
上
げ
延

期
等
を
正
式
に
決
定
し
た
。

　
今
後
は
、
９
月
の
臨
時
国
会

で
法
案
を
成
立
さ
せ
て
、
消
費

税
増
税
の
延
期
を
正
式
に
決
定

す
る
と
の
見
通
し
で
あ
る
。

　
７
月
�
日
、
自
民
党
税
制
調

査
会
の
総
会
で
は
、
消
費
税
の

延
期
に
対
応
す
る
関
連
法
の
改

正
へ
の
方
針
と
し
て
、
「
消
費

税
引
き
上
げ
時
期
の
変
更
に
伴

う
対
応
に
つ
い
て
」
が
了
承
さ

れ
た
。自
民
税
調
の
資
料
で
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
時
期

を
平
成
�
年
４
月
１
日
か
ら
�

年
�
月
１
日
に
延
期
と
な
り
、

今
後
の
法
案
化
の
中
身
が
明
ら

か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
　

◇
自
民
党
・
「
消
費
税
引
き
上

げ
時
期
の
変
更
に
伴
う
対
応
に

つ
い
て
」
（
自
民
党
税
調
総
会

資
料
か
ら
一
部
抜
粋
）

（
１
）
税
率
引
き
上
げ
時
期
：

平
成
�
年
４
月
１
日
↓
平
成
�

年
�
月
１
日

（
２
）
軽
減
税
率
関
係
：

①
軽
減
税
率
導
入
時
期
：
平
成

�
年
４
月
１
日
↓
平
成
�
年
�

月
１
日

②
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の

導
入
時
期
：
平
成
�
年
４
月
１

日
↓
平
成
�
年
�
月
１
日

③
税
額
計
算
の
特
例
の
適
用
期

間
：

○
売
上
税
額
の
計
算
の
特
例

（
中
小
事
業
者
向
け
）
：
４
年

（
平
成
�
年
４
月
～
平
成
�
年

３
月
末
）
↓
４
年
（
平
成
�
年

�
月
～
平
成
�
年
９
月
末
）

　
（
以
下
、
省
略
）
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